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１．はじめに

　乳幼児期に地域の保育所・幼稚園等での保育を希望、選択する障害乳幼児の保護者は多い。
遊びを中心とした活動なので、比較的重度の障害であっても個別の支援を受けながら活動に参
加しやすく、他の乳幼児との関わりの中で発達が促されるという点や、地域での他の子ども達
との関わりを大事にしたい、という保護者の願いを反映しているだろう。一方、視覚障害乳幼
児は、乳・幼・児童期全般に見られる種々の障害の中では人数が少ないために、専門的な療育
や教育を提供している場が少ない。特別支援学校は地域のセンター機能として期待されている
が、視覚特別支援学校（以下、盲学校とする）は都道府県によっては１校のみであるとか、盲
学校があっても幼稚部がないといった地域もある。数の多い障害に関しては比較的居住地の近
くで必要な支援を受けながら療育を受けることができても、稀な障害である視覚障害の場合は
難しく、選択肢が少ないこともある。そのような視覚障害乳幼児特有の状況についてまとめ、
改めて乳幼児期の教育的ニーズに対する支援システムのあり方を見直す。

２．視覚障害乳幼児の保育の場

（１）盲学校の幼稚部
　視覚障害乳幼児の保育・教育の場の一つに盲学校幼稚部がある。文部科学省が示している「平
成28年度特別支援教育に関する調査の結果について」を基に、全国の盲学校幼稚部の状況をま
とめると視覚障害（重複含む）を対象とした特別支援学校幼稚部は51校に設置されており（図
１）、204名が通っている（図２）。図２に示したように、平成20年度の260名から、在籍者数は
徐々に減少している。疾患や障害の程度などの在籍者の障害状況の変化は、筑波大学が中心と
なって継続的に行われている全国盲学校視覚障害原因等調査で詳細に調べられている。2015年
の調査では、特別支援学校全体で集計した視覚障害児数はその５年前の調査よりも424人減少
しているが、重複障害児数が増加している（柿澤，2017）。幼稚部について、2005年度の調査
によれば、重複障害が64.2％であり、視力0.02未満の幼児は約50％で、重度の視力障害が多い
傾向が認められた（柿澤ら，2007）。
　その一方で、盲学校の幼稚部に通いつつ、盲学校と保育所や幼稚園等と並行通園をしている
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視覚障害乳幼児もいる。猪平（1991）が行った全国の調査報告によれば、在籍園児の22.3％は
並行通園であった。筑波大学附属盲学校における調査では、盲学校と並行通園をする乳幼児が
昭和60年には６名中３名、平成12年には10名中10名と増加した（高見・猪平，2001）。盲学校
幼稚部に通っていても、地域の保育所、幼稚園等も利用しているという現状がある。
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図１　全国盲学校数および幼稚部設置校数
※文部科学省が調査している特別支援教育資料のデータより作成

図２　全国盲学校幼稚部在籍者数
※文部科学省が調査している特別支援教育資料のデータより作成
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（２）保育所・幼稚園等でのインクルーシブ保育について
　視覚障害乳幼児が保育所や幼稚園に入園するケースについては、公的な仕組みができる以前
から障害児を受け入れていた園で実施されていたようである。今井・新井（1977）は、盲児の
場合は盲学校幼稚部に入学することが多いが、統合教育を受けたいということで、弱視児と同
様に保育所や幼稚園に入園させる例もあると述べている。さらに、その際に重要な点として、
発達や視力、失明年齢等の実態把握の重要性、家庭や専門機関、眼科医との連携の重要性、目
の見える子どもたちとの友人関係を成立させるために指導者が盲児や弱視児との関わりにおい
て目の見える子への指導にあたることが必要であること、視覚障害幼児自身の気持ちの理解が
重要であることに触れている。
　1974年に厚生省家庭児童局から「障害児保育事業実施要綱」が通知され、指定園での受け入
れに対して補助金の支給を定めている。その４年後の1978年に通知された「保育所における障
害児の受け入れについて」によって一般の保育所にも保育士の加配等が実施された。このよう
な事業により、障害児を受け入れる保育所が増加し、それに伴う調査によって、視覚障害乳幼
児の受け入れがあったことも分かっている（酒井，2007、牧野ら，2013）。また、2000年代に入っ
てからも地域で生活する視覚障害乳幼児の割合は多くなっている。このように、各地域では実
情に応じて以前から受け入れられ、試行錯誤しながら保育がすすめられていたのではないかと
考えられる。
　明確な人数は分からないが、2007年度（平成19年度）全国の盲学校幼稚部に対する調査では
在籍園児数260名に対し、在園せずに教育相談を受けている幼児は310名であり、地域で生活し
ながら支援を受けている視覚障害乳幼児も多いようである。さらに最近の猪平（2012）の報告
では、幼稚部での在籍児総数255名に対し、３歳以上で教育相談を受けた人数は941名となって
いる。教育相談で対応している視覚障害乳幼児の多くは、各地域の保育所・幼稚園に入園して
いると推測される。
　保育所・幼稚園において視覚に問題がある乳幼児の在籍状況を調査した最近の研究もある。
中村・大城（2015）の秋田県における調査によれば、診断がなされている視覚障害乳幼児の保
育所、幼稚園での受け入れは17,015人中36名で、全体の0.21％であった（過去３年間の調査）。
さらに、診断はされていないものの、視覚に問題のある乳幼児は33名であり、全体の0.19％で
あった。
　こうした数値を見ていると、他の障害からみれば少ないかもしれないが、保育所、幼稚園等
では、視覚障害乳幼児を常に一定数受け入れていることがわかる。

３．視覚障害乳幼児の保育の質の向上を支える支援の在り方

（１）特別支援学校のセンター機能
　上述のように、地域の保育所、幼稚園等を利用しているのは、視覚障害乳幼児の全体数から
みれば多いため、保育者が視覚障害乳幼児に対する理解を深め、個々に合った支援を行う必要
がある。しかし、養成校での視覚障害に関する学習内容は非常に限られたものであり、ほとん
どの保育者が経験も少なく、手探り状態で保育を行っていくと考えられる。出現頻度の低い障
害ということで療育施設も限られているため、特別支援学校の役割は非常に大きい。他の障害
と比較すれば、盲学校は早い時期からセンター機能を発揮すべく、取り組みを始めている。特
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に、０〜２歳児を対象とした早期療育に関しては、特別支援学校の対象年齢ではないが、その
重要性を認識して取り組んでいる学校が多数である。
　国立特殊教育総合研究所（現：国立特別支援総合研究所）が中心となって行った盲学校にお
けるセンター的機能に関する実践のまとめ（2004）には詳細な内容が記されている。乳幼児に
関する機能を抜粋すると、以下の内容があげられる。乳幼児の保育・教育相談、発達指導・育
児支援、０〜２歳児の保護者への月１回程度の教育相談、地域の保育園、幼稚園に通う園児対
象の教育相談及び学習環境の整備についての支援、幼児教室の実践、巡回指導などである。こ
の中で今後の展開を予定している取り組みとして、巡回保育相談の充実や、保健所、保育所、
幼稚園、通園施設、医療機関、福祉関係機関とのネットワークづくり、幼児教室で行っている
学習会の充実といったことがあげられた。このような取り組みは重要であるが、盲学校の現状
を考えればかなりの負担があるだろう。
　平成11年３月に学習指導要領が改訂された際、盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領
の第３章「指導計画作成上の留意事項」の２．特に留意する事項（５）に、「幼稚部の運営に
当たっては、地域の実態や家庭の要請等により、障害のある乳幼児やその保護者に対して早期
からの教育相談を行うなど、各学校の教師の専門性や施設・設備を生かした地域における特殊
教育に関する相談のセンターとしての役割を果たすよう努めること。」と明記されるようになっ
た。2017年４月に学習指導要領が改訂されたが、その中でも同様に、「地域における特別支援
教育に関する相談のセンターとしての役割を果たすよう努めること」とされ、努力義務にとど
まっている。しかし、盲学校は他の障害種よりも早い時期からセンター機能としての重要性が
認知され、各学校が地域の実情に合わせて取り組んでいた。
　しかし、特別支援学校の教員の専門性について以前から問題になっている。これは盲学校で
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図３　盲学校教員の特別支援学校教諭等免許状（視覚障害）保有率
※文部科学省が調査している特別支援教育資料のデータより作成
（当該障害種の免許状保有者」と「自立教科等の免許状保有者（当該障害種）」を合わせた割合）
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はさらに深刻な問題である。図３に特別支援学校における在籍校種の免許状保有率について、
特別支援学校全体と盲学校の経年変化を示した。特別支援学校教諭免許状を取得している教員
は徐々に増加し、平成28年では75.8％となっており、平成20年と比較すると、6.8％と微増して
いる。盲学校では平成28年は58.7％で、平成20年と比較すると4.9％上昇した。徐々に増加して
はいるが、視覚障害の免許に関しては他の種別よりも常に低く推移している。そもそも、視覚
障害を専門とする特別支援学校教諭一種免許状を取得できる大学自体、平成28年度で7大学し
かない。知的障害は143大学で取得できることを考えれば、非常に少ない。また、その中でも
私立の大学は１校しかなく、残りの７校は国立大学である。視覚障害の専門性を持った教員が
少ないということは、特別支援学校内での教育にも苦慮する側面がある。にもかかわらず、外
部への相談や療育を行うことは負荷が大きい（古屋ら，2006）という現状も考慮に入れておか
なければならない。

（２）保育所・幼稚園内の支援システム
　上述の盲学校の取り組みが有効に機能するように、保育所・幼稚園等の中で連携の中心的役
割を果たす担当者が必要である。幼稚園に関しては、2007年（平成19年）に出された文部科学
省初等中等教育局長からの通達である「特別支援教育の推進について（通知）」の中で、校長
の責任について明確にし、特別支援に関するリーダーシップをとるように位置づけている。そ
の他、校内委員会の設置や特別支援教育コーディネーターの指名、長期的な視点で関連機関が
連携して教育を行っていくための個別の教育支援計画の策定や活用、一人一人に応じた教育を
行うための、より短期的な計画である個別の指導計画の立案実施、教員の専門性の向上などが
求められるようになった。しかし、2016年度（平成28年度）における幼稚園の特別支援教育コー
ディネーターの設置は、国公立では95％を超えているのに対して、私立では45.5％となってお
り、半分以下である。
　保育所では、保育所保育指針には個別の指導計画についての記載はあるものの、特にコーディ
ネーターの推進といったことは打ち出されていない。他機関と連携する際には、担任や加配保
育士だけが責任を負うのではなく、組織的に連携をとっていかなければならないだろう。特に、
視覚障害乳幼児の場合は盲学校との連携は早期支援の重要性から考えても必要である。
　前述した中村（2015）の報告では、関係機関同士の連携について、保護者を通じての情報の
やり取りになっている現状があった。そのため、早期支援を充実させるために必要な取り組み
として、「関係機関同士の連携」や「教職員の視覚障害に関する研修」があげられている。ど
んな障害であっても変わらないが、特に稀な障害の場合には、障害理解のためにも各機関同士
での連携が積極的に行なわれる必要があるだろう。園での支援として、「発達全般を促す支援」
や「育児相談」は多いが、「見え方の支援（視覚の活用）」を行う意識がある園は低い割合であっ
た。専門的な内容になるので、研修や巡回相談等で方法を学ばなければならないだろうが、保
育者が視覚の活用を積極的に行って行かなければならないということを認識している必要があ
る。また、特別支援学校との連携を重視する割合は低い。これは特別支援学校がセンター機能
を有しているということについて、保育者の認識が低かったり、日頃から特別支援学校との連
携をとる機会が少なかったりということも考えられる。
　こうしたことを考えていくと、改めて、保育者養成校で学ぶべきことは何かを再考する必要
があるのではないだろうか。
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４．保育者養成校での障害児に関する科目について

（１）保育士資格について
　保育士養成に関して、平成14年度から障害児保育は必須科目となっている。現在、厚生労働
省雇用機会均等・児童家庭局長通知の「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」
では、その教授内容が提示されている。その中の「障害の理解と保育における発達の援助」の
項目には、（１）肢体不自由児、視覚・聴覚障害児等の理解と援助、（２）知的障害児の理解と
援助、（３）発達障害児の理解と援助①（ADHD－注意欠陥多動性障害、LD－学習障害等）（４）
発達障害児の理解と援助②（PDD－広汎性発達障害等）となっており、単純に考えれば視覚
障害の内容は発達障害などと比較すれば分量が少ない。学ぶべきことが多くあるのでやむを得
ない部分はあるが、限られた時間の中でどのような内容を伝えるべきなのだろうか。視覚障害
の定義や見え方の特徴、簡単な支援の方法に関しては多くの障害児保育のテキストで記載が見
られる。しかし、例えば盲学校のセンター機能の役割の記載が見られるものは少数である（近
藤直子ら，2013）。特別支援学校については文部科学省の管轄ということもあるだろうが、障
害児保育のシラバスのなかにも特別支援学校に関わる内容について明記されていないので、各
授業担当者の専門性によって触れたり触れなかったりしていることだろう。また、特別支援学
校幼稚部の教育要領についても取り上げられることは少ない。保育の目標に関しては幼稚園教
育要領の内容と同様であるが、「自立活動」については独自のものである。さらに、特別支援
学校の小学部、中学部と引き継がれていく内容である。自立活動は、障害による学習上又は生
活上の困難を克服するための教育内容であり、六つの区分に分かれている。①健康の保持、②
心理的な安定、③人間関係の形成、④環境の把握、⑤身体の動き、⑥コミュニケーションであ
る。これらの内容について、特別支援学校の幼稚部では、保育の中で取り入れられたり、個別
の時間を設定して行われたりしている。保育所、幼稚園等から特別支援学校に入学する子ども
や、通級指導を利用する子どもたちがいることを考えれば、教育の一貫性を図るためにも知っ
ておくべき内容であろう。特に、平成29年3月に改定された保育所保育指針では、保育所が幼
児教育を行う機関の一つであることが明記された。これを考慮に入れれば、保育所であっても
同様である。
　自立活動について理解することで、視覚障害乳幼児の指導計画を考える際に、見る力を育て
るための意図的な働きかけが必要であったり、探索能力の向上に関する内容（触覚や聴覚を用
いた活動、観察の仕方、空間概念の形成）や歩行能力に関することなどを積極的に取りいれて
いったりする必要があることがより明確になるだろう。

（２）幼稚園教諭免許状について
　教員養成に関するカリキュラムの中で、障害児に関わる内容は、今までは教育の基礎理論に
関する科目の中の一部として含まれていた。各科目に含めることが必要な事項として、「幼児、
児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程（障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び
学習の過程を含む。）」があげられ、心理学の領域の中の一部として取りいれられてきた。しか
し、2017年（平成29年）３月に幼稚園教育要領が改訂され、養成校のカリキュラムも見直され、
新たに「特別の支援を必要とする幼児、児童および生徒に対する理解」に関する科目を設ける
こととなった（文部科学省，2017）。その背景には、発達障害のある幼児児童生徒の増加の問
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題があげられる。そのため、そのコアカリキュラムの内容も発達障害を中心とした記載であり、
全体目標では「発達障害や軽度知的障害をはじめとする様々な障害」といった文言になってい
る。それはそれで必要なことではあるが、発達障害や軽度知的障害に焦点が当たり、他の障害
の内容が軽んじられるのではないかと危惧される。また、上述した自立活動や特別支援学校に
ついての教育課程などについては到達目標に含まれているので、その点については問題ないが、
逆に保健、医療、福祉に関する内容については弱い。

（３）保育者養成校における障害児に関わる科目について
　保育士資格も幼稚園教諭免許状もどちらも取得できる養成校が多いので、障害に関する科目
はシラバスにどちらの内容も含める形で科目設定することが想定されるが、どちらの領域も幼
児期には特に関係が深いので、養成校での教育内容ができるだけ一方の領域に偏らないように
するべきだろう。また、どちらの領域にしても、稀な障害は軽んじられやすいが、限られた時
間の中で最低限必要なことを学んで欲しい。乳幼児期の保育、教育を行う機関が乱立している
中で、養成校教員が子ども達の健やかな発達を支える保育者を育てるために必要な技術や知識
は何かを常に考え、改善していくという高い意識をもつことが重要である。

５．まとめ

　盲学校がセンター機能としての役割を果たすべく、在籍児に対してはもちろんのこと、在籍
児以外の地域で生活する視覚障害乳幼児に対しても教育相談等を中心とした活動を行ってい
る。しかし、盲学校の教員が視覚障害に関する専門知識を有していない教員が他の障害種より
もさらに多いことや、専門性を身につけても、他の学校へ移動してしまうといった問題も未解
決のままである。そもそも養成する大学数の少なさなど問題も多い。今後は各地域での現状、
創意工夫等について調査したり、保育所、幼稚園での視覚障害乳幼児の保育実践、支援方法を
調べたりすることで、よりよいシステムの在り方について考えていくことが課題である。
　また、視覚障害乳幼児の支援に関しては、特別支援学校との連携や、視覚障害乳幼児に特有
の課題があるが、保育士や幼稚園教諭の認識の低さがうかがわれた。これについては、養成校
での学びの問題があげられる。今までの保育者養成のカリキュラムの中では視覚障害を含む障
害全般に関して、特別支援教育についての内容が重視されてこなかったし、幼稚園教諭の免許
状取得のためのカリキュラムではそもそも障害児に特化した科目が必須ではなかった。乳幼児
期は比較的重度な障害をもっていても地域の保育所、幼稚園等に通うケースも多くいるため、
乳幼児期の保育者の果たす役割は大きいにも関わらず、軽視されてきた。保育所では教育を行
う施設として明確に位置づけられ、教員養成のカリキュラムでは特別の支援を必要とする幼児
に関する科目を設けることが定められていく中で、養成校で何を学ぶべきなのかを、十分吟味
していかなければならない。
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